
 　

市
・
健
康
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
青

空
会
・
い
き
い
き
松
井
田
推
進

グ
ル
ー
プ
で
は
、
健
康
づ
く
り
の

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
を
実
施
し
ま

す
。
陽
春
の
近
代
化
遺
産
を
訪
ね

て
、
ご
家
族
・
お
友
達
を
誘
い
、

み
ん
な
で
健
康
づ
く
り
を
進
め
ま

し
ょ
う
。

【
日　

時
】

５
月
14
日（
土
）午
前
９
時
〜
正
午

【
集
合
場
所
】

「
碓
氷
峠
く
つ
ろ
ぎ
の
郷
」駐
車
場

（
松
井
田
町
坂
本
）

※
集
合
地
の
駐
車
場
は
施
設
利
用

　

者
用
で
す
の
で
、
指
定
場
所
以

　

外
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

　

注
意
く
だ
さ
い

【
定　

員
】１
０
０
名（
先
着
順
）

【
参
加
費
】50
円(

損
害
保
険
料)

※
中
止
の
場
合
で
も
返
却
は
で
き

　

ま
せ
ん

【
コ
ー
ス
】く
つ
ろ
ぎ
の
郷
駐
車
場

↓〈
ア
プ
ト
の
道
〉め
が
ね
橋
↓

碓
氷
湖
↓
く
つ
ろ
ぎ
の
郷
駐
車
場

（
約
6.8

 

km
・
１
１
０
分
）を
集
団
で

歩
き
ま
す

【
そ
の
他
】当
日
は
大
会
記
念
抽
選

会
が
開
催
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
完
歩

証
が
用
意
さ
れ
ま
す

【
申
込
先
】

　

３
月
23
日（
水
）
〜
４
月
22
日

（
金
）の
間
の
平
日
に
、
専
用
申
込

書（
担
当
課
な
ど
に
配
置
）に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
本
庁
健
康

課
ま
た
は
支
所
保
健
福
祉
課
へ
参

加
費
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
当
日
申
込
で
の
参
加
は
で
き
ま

　

せ
ん

【
問
合
せ
】

本
庁
健
康
課
保
健
指
導
係

（
☎
３
８
２
‐
１
１
１
１
）

○
詳
細
は
、
申
込
時
に
お
渡
し
し

　

ま
す
。

　　　　　                  『豊かな自然と歴史に包まれて  ひとが輝くやすらぎのまち』

あんなかあんなか

４月の市民課休日窓口
【と　き】　４月３日（日）・１７日（日）
【時　間】　午前８時３０分～正午
【場　所】　本庁　市民課
【業務内容】
　〇住民票の写しの発行
　〇戸籍謄本・抄本の発行 
　〇印鑑証明書の発行
　〇その他市民課取扱いの各種証明書の発行
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【
入
門
課
程
】

昼
の
部

日
時
：
5
月
12
日
（
木
）
開
講
式

　
　
　

18
日
か
ら
毎
週
水
曜
日

　
　

午
前
9
時
30
分
〜
11
時
30
分

場
所
：
安
中
市
役
所
福
祉
課
相
談

　
　
　

室
（
西
庁
舎
２
階
）

夜
の
部

日
時
：
5
月
12
日
か
ら
毎
週
木
曜
日

　
　
　

午
後
7
時
〜
9
時

場
所
：
支
所
基
幹
集
落
セ
ン
タ
ー

各
23
回

※
５
月
12
日
の
開
講
式
お
よ
び
10

　

月
13
日
の
閉
講
式
は
、昼
の
部
、

　

夜
の
部
合
同
で
、
午
後
7
時
か

　

ら
松
井
田
支
所
基
幹
集
落
セ
ン

　

タ
ー
で
行
い
ま
す

【
募
集
人
員
】
各
15
人

【
参
加
費
用
】

１
，
２
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

【
申
込
期
限
】

５
月
９
日
（
月
）

【
基
礎
課
程
】

日
時
：
４
月
19
日
か
ら
毎
週
火
曜
日

　
　

午
後
7
時
〜
9
時　

全
30
回

場
所
：
安
中
市
保
健
セ
ン
タ
ー

【
募
集
人
数
】
10
人

【
受
講
資
格
】

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
入
門
課
程

修
了
者

【
参
加
費
用
】

１
，
４
７
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

【
申
込
み
期
限
】

４
月
15
日
（
金
）

【
申
込
み
・
問
合
せ
】

本
庁
福
祉
課
障
害
福
祉
係

（
☎
３
８
２
‐
１
１
１
１
）

安
政
遠
足
前
夜
祭

子
ど
も
ミ
ニ
遠
足

【
日　

時
】
５
月
７
日
（
土
）

午
前
11
時
30
分
か
ら
受
付
開
始

【
場　

所
】

安
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー
周
辺
コ
ー
ス

【
対
象
者
】
市
内
在
住
・
在
学
の

小
学
生
、
中
学
生

【
参
加
費
】　

５
０
０
円

                 （
保
険
料
含
む
）

【
定　

員
】
２
０
０
人
（
先
着
順
）

【
申
込
み
】

３
月
25
日（
金
）か
ら
４
月
８
日

（
金
）ま
で
に
総
合
体
育
館
内
体

育
課
へ
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
電
話
で
は
申
込
み
で
き
ま
せ
ん

【
問
合
せ
】

総
合
体
育
館

（
☎
３
８
２
‐
２
５
０
０
）

〔1〕

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座  
募
集
の
お
し
ら
せ

第
14
回
歩
く
健
康
づ
く
り
大
会

　
　
「
ア
プ
ト
の
道
（
め
が
ね
橋
・
碓
氷
湖
）

　
　
　
　
　
　
　
　

散
策
コ
ー
ス
参
加
者
募
集



　
「
峠
の
湯
」
と
「
恵
み
の
湯
」

で
は
、
70
歳
以
上
の
人
を
対
象
と

し
た
「
熟
年
特
別
割
引
券
」
を
発

行
し
ま
す
。
平
成
23
年
度
か
ら
は

「
恵
み
の
湯
」
で
も
利
用
で
き
る

共
通
券
と
な
り
ま
す
。
希
望
す
る

人
は
直
接
発
行
窓
口
で
お
受
け
取

り
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】　

本
市
に
住
民
登
録
が

あ
る
70
歳
以
上
の
人

【
割
引
内
容
】　

通
常
入
館
料

５
０
０
円
（
３
時
間
）
の
と
こ
ろ
、

１
回
に
つ
き
２
０
０
円
で
両
施
設

の
利
用
回
数
合
計
12
回
ま
で
利
用

で
き
る
共
通
割
引
券
が
お
１
人
様

１
枚
発
行
さ
れ
ま
す
。

【
有
効
期
間
】
平
成
23
年
４
月
１

日
〜
平
成
24
年
３
月
31
日

【
発
行
開
始
日
】

平
成
23
年
４
月
１
日

【
発
行
窓
口
】
峠
の
湯
フ
ロ
ン
ト
・

恵
み
の
湯
フ
ロ
ン
ト
・
本
庁
介
護

高
齢
課
高
齢
者
対
策
係
・
支
所
保

健
福
祉
課
健
康
介
護
係

※
本
人
ま
た
は
代
理
の
人
が
ご
自  

　

分
の
印
鑑
を
持
っ
て
お
越
し
く

　

だ
さ
い

※
平
成
23
年
度
中
に
70
歳
に
な
る

　

人
は
誕
生
日
以
降
に
お
い
で
く

　

だ
さ
い

※
割
引
券
の
発
行
は
１
枚
の
み
で

　

再
発
行
は
し
ま
せ
ん
の
で
ご
注

　

意
く
だ
さ
い

【
割
引
・
利
用
に
関
し
て
の
問
合
せ
】

峠
の
湯

（
☎
３
８
０
‐
４
０
０
０
）

恵
み
の
湯

（
☎
３
８
５
‐
１
１
２
６
）

【
割
引
に
関
し
て
の
問
合
せ
】　

本
庁
介
護
高
齢
課
高
齢
者
対
策

係
・
支
所
保
健
福
祉
課
健
康
介
護

係
（
☎
３
８
２
‐
１
１
１
１
）

                                                                                                        　　　　　　　　　　　　平成２３年３月２１日号

４月の行政相談

と　　き 時　　間 場　　所
７日（木）

午前９時～正午 本庁第２相談室
２１日（木）
４日（月） 午後１時３０分～４時 支所第９会議室

４月の無料法律相談
と　　き 時　　間 場　　所

１日（金）
午後１時～４時 本庁第１相談室

１５日（金）
  ※要予約
　本庁秘書行政課行政相談係（☎３８２‐１１１１）
※予約状況によっては、翌月以降になる場合があります

　　　　　                  　　　インフルエンザ予防は手洗い・うがいから 〔2〕

　
　

消
費
税
・
地
方
消
費
税（
個
人
事
業
者
）の

　
　
　
　
　
　

確
定
申
告
と
納
税
は
正
し
く
お
早
め
に
！

　

平
成
22
年
分
の
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
の
確
定
申
告
は
、
平
成
23
年
3
月
31
日
（
木
）
が
申
告
・

納
付
の
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

○
平
成
22
年
分
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
申
告
が
必

　

要
な
人

・
平
成
20
年
分
の
課
税
売
上
高
が
1
千
万
円
を
超
え
る
人

・
平
成
20
年
分
の
課
税
売
上
高
が
1
千
万
円
以
下
で
平
成
21

年
12
月
末
ま
で
に
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
」を

提
出
し
て
い
る
人

○
納
付
期
限
と
振
替
納
税
の
利
用
に
つ
い
て

　

確
定
申
告
に
よ
る
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
納
期
限

お
よ
び
振
替
日
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
納
期
限
…
平
成
23
年
3
月
31
日
（
木
）

・
振
替
日
…
平
成
23
年
4
月
27
日
（
水
）

納
税
に
は
、便
利
で
確
実
な
振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

安中市消費生活センター移転のお知らせ
　新しい消費生活センターが市役所本庁舎南
側に完成します。４月１日から業務を行いま
すが、今後も消費者からの様々な苦情・相談
などに対して適切かつ的確な指導・助言が行
えるよう相談窓口の充実・強化、相談員の実
務能力の向上や消費者教育・啓発の推進に努
めて参ります。
　詳しくは「広報あんなか」５月号にてお知
らせします。
【問合せ】本庁安全安心課生活安全係
　　　　　（☎３８２‐１１１１）
　　　　  安中市消費生活センター 
　　　　　（☎３８２‐２２２８）

　　　市内全域で防災行政無線の
　　　運用を始めます
　防災行政無線による放送範囲が４月１日から
市内全域に拡大します。緊急時の放送では、地
震、洪水や火災などの災害などに関する情報を
お知らせし、平常時は試験放送を兼ねてミュー
ジックチャイム（正午と午後５時）を流します。
　なお、旧松井田町地域の各家庭に設置された
戸別受信機からは、消防署からの火災発生・鎮
火についてのお知らせは流れませんのでご注意
ください。
　詳しくは「広報あんなか」４月号にてお知ら
せします。
【問合せ】本庁安全安心課生活安全係
　　　　  支所地域振興課管理係
　　　　  （☎３８２‐１１１１）

　

峠
の
湯
・
恵
み
の
湯
共
通
の

　
　
「
熟
年
特
別
割
引
券
」
を
発
行
し
ま
す

路線バスの一部時刻変更について
　安中市役所～安中駅線（群馬バス）の市役所
発１５時５７分の便が１５時４８分へ変更にな
りました。主なバス停の変更後の時刻は次の通り
です（谷津坂下１５時５０分、新島学園前１５時
５３分、安中駅１５時５８分）。ご利用の際はご
注意ください。
【問合せ】群馬バス（☎３７４－０７１１）
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４月 場　　所 時　　間

４日
（月）

　入牧生きがいセンター 　９：３０ ～   ９：５０
　坂本公民館 １０：１０ ～ １０：３０
　西中学校 １０：５０ ～ １１：１０
　臼井小学校 １１：３０ ～ １１：５０

５日
（火）

　平住民センター    ９：３０ ～ １０：００
　横川東住民センター １０：２０ ～ １０：４０
　梅ヶ丘住民センター １１：００ ～ １１：２０

７日
（木）

　九十九創作館 　９：３０ ～ １０：００
　細野ふるさとセンター １０：２０ ～ １０：５０
　上増田１１区集会所隣 １１：１０ ～ １１：３０

８日
（金）

　塚原公会堂 　９：３０ ～ 　９：５０
　西横野定住センター １０：１０ ～ １０：５０
　八城西住民センター １１：１０ ～ １１：３０
　行田公会堂 １１：５０ ～ １２：１０

１１日
（月）

　下町集会所 　９：３０ ～ １０：１０
　安中市松井田支所 １０：３０ ～ １１：２０

１２日
（火）

　下後閑公会堂 　９：２０ ～   ９：４０
　後閑公民館 １０：００ ～ １０：３０
　上後閑公会堂 １０：４０ ～ １１：００
　原市４区住民センター
　（旧正全善集会所） １１：２０ ～ １２：００

　旧原市保育所駐車場 １３：１０ ～ １３：４０

１４日
（木）

　原市１区住民センター 　９：２０ ～ １０：００
　原市公民館 １０：２０ ～ １１：００
　原市７区公会堂 １１：２０ ～ １１：５０

４月 場　　所 時　　間

１５日
（金）

　東野殿公会堂 　９：２０ ～　９：４０

　水境第２公会堂 １０：００ ～ １０：２０

　上組公会堂 １０：４０ ～ １１：００

　岩野谷公民館 １１：２０ ～ １１：５０

１８日
（月）

　大竹住民センター 　９：３０ ～ １０：００

　磯部公民館 １０：２０ ～ １１：００

　磯部温泉会館 １１：２０ ～ １１：５０

１９日
（火）

　老人福祉センター 　９：３０ ～ １０：１０

　板鼻公民館 １０：３０ ～ １１：１０

　中宿公民館 １１：３０ ～ １１：５０

２１日
（木）

　市役所本庁
　（保健センター南側） 　９：２０ ～ １０：１０

　安中公民館 １０：３０ ～ １０：５０

　下の尻公会堂 １１：２０ ～ １１：５０

　西部保健福祉事務所
　安中支所南側駐車場
　（旧安中保健所）　

１３：００ ～ １３：３０

２２日
（金）

　中屋敷公会堂 　９：３０ ～ １０：００

　東横野公民館 １０：２０ ～ １０：５０

　前小峯公会堂 １１：１０ ～ １１：３０

２５日
（月）

　館集荷所 　９：３０ ～ １０：００

　秋間公民館 １０：２０ ～ １１：００
　三軒茶屋公会堂 １１：２０ ～ １１：４０

人ごみは　乗らないマナーが　思いやり

平成２３年度　春の狂犬病予防注射（集合注射）日程表

※平成２１年度から、小型犬でも付けられるように、小さくて軽い鑑札と注射済票になりました
【問合せ】本庁環境推進課環境衛生係・支所地域振興課管理係（☎３８２‐１１１１）

〔3〕

病後児保育事業実施のお知らせ
　市では、傷病の回復期にあり、他の児童との集団生活が困難な児童を一時的に預かる「病後児保育事業」
を始めました。この事業は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与す
ることを目的としています。
　利用を希望する人は事前に登録をしておくと便利です。
【実施保育園】市立原市保育園（安中市簗瀬 25番地 1）
【利用定員】１日３名（申込順）
【対象児童】１歳から小学校３年生までの次の要件をすべて満たす児童が対象です。 
　（1）市内に住所を有する児童または保護者が市内に勤務する児童
　（2）傷病の回復期にあり、医師の診断により病後児保育の利用が可能とされた児童
　（3）保護者の勤務などの都合により家庭で保育を行うことが困難な児童　
【保育時間】月曜日から金曜日（祝日および年末年始を除く）の午前 8時から午後６時まで
【利用料金】児童１人あたり（日額）１，０００円（生活保護世帯は無料）
※利用時に必要な診療情報提供書（市内医療機関：1通 300 円）は、利用者負担となります。ただし、生活
　保護世帯の人は、医療機関発行の領収書により、本庁子ども課で返還いたします。
【利用方法】 
①本庁子ども課および原市保育園に備え付けの『病後児保育利用登録書』に必要事項を記入し、本庁子ども
　課または原市保育園に提出してください。病後児保育利用登録者となります。
②病後児保育を実際に利用する時は、電話予約（病後児保育室へ）のうえ、『病後児保育利用申請書』『診療
　情報提供書』『保険証の写し』を原市保育園（病後児保育室）へ提出してください。
【問合せ】　原市保育園病後児保育室（☎ 385 － 5233）
　　　　　本庁子ども課保育助成係  （☎ 345 － 3013 〔直通〕）
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平成 23 年度
女性特有のがん検診事業（乳がん・子宮頸がん検診無料クーポン券の配布）について 
　がん検診推進事業に伴い、該当者へ女性特有のがん検診に関する「検診手帳」および「無料クーポン券」
を 5月下旬に郵送します。市の乳がん検診・子宮頸がん検診が無料で受診できますので、ぜひご利用くだ
さい。

子宮頸がん検診無料クーポン券配布対象者
20 歳 　平成 2（1990）年 4月 2日～平成 3（1991）年 4月 1日生まれ
25歳 　昭和 60（1985）年 4月 2日～昭和 61（1986）年 4月 1日生まれ
30歳 　昭和 55（1980）年 4月 2日～昭和 56（1981）年 4月 1日生まれ
35歳 　昭和 50（1975）年 4月 2日～昭和 51（1976）年 4月 1日生まれ
40歳 　昭和 45（1970）年 4月 2日～昭和 46（1971）年 4月 1日生まれ

乳がん検診無料クーポン券配布対象者
40 歳 　昭和 45（1970）年 4月 2日～昭和 46（1971）年 4月 1日生まれ
45歳 　昭和 40（1965）年 4月 2日～昭和 41（1966）年 4月 1日生まれ
50歳 　昭和 35（1960）年 4月 2日～昭和 36（1961）年 4月 1日生まれ
55歳 　昭和 30（1955）年 4月 2日～昭和 31（1956）年 4月 1日生まれ
60歳 　昭和 25（1950）年 4月 2日～昭和 26（1951）年 4月 1日生まれ

※平成 23年度に乳がん検診無料クーポン券の配布対象となっている人は、平成 22年度に乳がん検診を受
　診している場合であっても受診することができます
【問合せ】本庁健康課（☎ ３８２－１１１１）
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。
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菌
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国民健康保険の加入・脱退手続きを忘れずに
　国民健康保険に加入している人が就職して職場の社会保険に加入したときや、退職などで社会保険をやめ
たり、扶養から外れたりして国民健康保険に加入するときは、14日以内に届け出をしてください。
　届け出が遅れると国民健康保険と社会保険の二重加入になったり、どちらの保険にも未加入になったりし
ます。未加入期間がある場合は、さかのぼって国民健康保険に加入することになり、国民健康保険税もさか
のぼって課税されます。
◇国民健康保険の届け出

届け出が必要なとき 必要なもの

加
入
す
る
と
き

転入してきたとき 転出証明書、印かん、身分証明書（写真付き）

退職したときまたは職場の健康保険の扶養家族でな
くなったとき 社会保険離脱証明書、印かん

子どもが生まれたとき 印かん

や
め
る
と
き

転出するとき 国民健康保険証、印かん

就職したときまたは職場の健康保険の扶養家族に
なったとき 国民健康保険証、印かん、職場の健康保険証

死亡したとき 国民健康保険証、印かん、葬祭費振込口座のわかる
もの

そ
れ
以
外
の
と
き

住所、世帯主、氏名などがかわったとき 国民健康保険証、印かん、身分証明書（写真付き）

退職者医療制度に該当したとき 国民健康保険証、年金証書、印かん

保険証を紛失したとき 印かん、身分証明書（写真付き）

修学のため他の市町村に住むとき 在学証明書または学生証、国民健康保険証、印かん、
身分証明書（写真付き）

※年金手帳も忘れずにご持参ください
◇退職者医療制度
　　会社などを退職して国民健康保険に加入し、年金の受給権がある65歳未満の人とその被扶養者は、退職
　者医療制度で診療を受けることになります。
　　退職者医療制度でかかる医療費は、自己負担額・国民健康保険税・勤めていた職場の健康保険からの拠出
　金で賄われています。退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険税が負担する医療費の増大を
　招き、保険財政を圧迫することになりますので、該当する人は届け出をお願いします。
　　なお、退職者医療制度に加入しても、自己負担額や国民健康保険税率は一般の国民健康保険と同じです。
◆対象者
　　会社などを退職して国民健康保険に加入し、厚生年金や共済年金を受けている65歳未満の人で、年金　
　加入期間が20年以上か40歳以降の加入期間が10年以上ある人
◆被扶養者になれる人
　　退職被保険者と同居し、退職被保険者の収入によって生計を維持している人（3親等以内の親族）
　※60歳未満のご家族は年収が130万円未満、60歳以上のご家族は年収が180万円未満の人に限ります　
　（障害のある人は年齢にかかわらず年収180万円未満の人となります）
【問合せ】本庁国保年金課国保係・支所住民税務課国保年金係（☎３８２‐１１１１）

　　　　　　７０～７４歳の医療費自己負担の凍結延長に伴う
　　　　　　国民健康保険高齢受給者証の更新について
　７０～７４歳の医療費自己負担の凍結延長に伴い、「一部負担金の割合」欄の記載事項を変更した新しい
「国民健康保険高齢受給者証」を３月下旬に郵送交付します。記載事項を変更する人は自己負担割合が１割
の人です。

（旧）２割（平成２３年３月３１日までは１割）　→　（新）１割
　これにより自己負担割合は４月１日以降も１割となります。また、有効期限は平成２３年７月３１日ま
でです。
　なお、郵送交付を受けた人は、今まで使用していた「国民健康保険高齢受給者証」を本庁国保年金課ま
たは支所住民税務課へ返却するか、返却できない場合は各自で責任を持って破棄してください。
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４月の健康ガイド

◆乳幼児健診◆

◆ＢＣＧ予防接種◆

※１歳すくすく相談・1歳６ヵ月児・２歳児歯科健診・２歳６カ月のびのび相談・３歳児健診は、歯ブラシをご持
　参ください
※みずぼうそうなど感染の疑いのある湿疹や発熱のある場合は、主治医の診断を仰ぎ健診は次回にお受けください
※８カ月健診の人には、同じ場所で図書館からブックスタート・読み聞かせがありますので、お立ち寄りください
※対象地区以外で受診される時は事前にご連絡ください

【問合せ】

本庁健康課保健指導係・予防係
支所保健福祉課健康介護係
　　　　（☎３８２‐１１１１）

と　 き 該 当 児 対 象 地 区 受 付 時 間 場　   所

　 Ｂ Ｃ Ｇ ２６日（火） 平成２３年１月生 旧安中市地域   午後１時～１時４５分  安中市保健センター
 予 防 接 種 （６カ月未満の未済者含む）

と　　き 該 当 児 対 象 地 区 受 付 時 間 場　　所

４カ月児健診
２８日（木）

平成２２年１２月生
 旧安中市地域  午後１時～２時  安中市保健センター

２０日（水）  旧松井田町地域  午後１時１５分～１時４５分  松井田保健センター

８カ月児健診
２１日（木）

平成２２年８月生
 旧安中市地域  午後１時～２時  安中市保健センター

２０日（水）  旧松井田町地域  午後１時１５分～１時４５分  松井田保健センター

１歳すくすく相談 ２６日（火） 平成２２年４月生  市内全地域  午前１０時～１０時３０分  松井田保健センター

１歳６カ月健診 １４日（木） 平成２１年９月生  旧安中市地域  午後１時～２時  安中市保健センター

２歳児歯科健診
２７日（水） 平成２１年４月生  旧安中市地域  午後１時～２時  安中市保健センター

２６日（火） 平成２１年 4・5月生  旧松井田町地域  午後１時１５分～１時４５分  松井田保健センター

２歳６ヶ月
のびのび相談 １９日（火） 平成２０年１０月生  市内全地域  午前１０時～１０時３０分  松井田保健センター

３歳児健診
　１日（金） 平成２０年３月生  旧安中市地域  午後１時～２時  安中市保健センター

１９日（火） 平成２０年３･４月生  旧松井田町地域  午後１時１５分～１時４５分  松井田保健センター

４月 内　　科 外　　科

３日 日
公立碓氷病院

☎３８５‐８２２１

いのうえ整形外科内科
☎３８０‐１７１７
※午後７時以降は
須藤病院

☎３８２‐３１３１

１０日 日 おにかた医院
☎３８５‐１３５１

正田病院
☎３８２‐１１２３

１７日 日 本多病院
☎３８２‐１２５５

公立碓氷病院
☎３８５‐８２２１

２４日 日 田口医院
☎３９３‐１７３１

松井田病院
☎３９３‐１３０１

２９日 祝 くろさわ医院
☎３９３‐５３１１

須藤病院
☎３８２‐３１３１

※公立碓氷病院、須藤病院、正田病院以外の内科の当番医は、診療時
　間が午前９時から午後６時までです。午後６時以降は、外科の当番
　医で受診してください。

４月の休日当番医

〔6〕
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①
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岡
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妙
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５
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）
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催
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日
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〕
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前
9
時
30
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〜
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後
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（
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終
日
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後
4
時
ま
で
）

※
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ハ
ガ
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す
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キ
は
市
役
所
、

　

文
化
セ
ン
タ
ー
、
公
民
館
な
ど
に
置
い
て
あ
り
ま
す
）

②
富
岡
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
福
澤
一
郎
美
術
館
内
）入
場
無
料

　

4
月
13
日（
水
）〜
24
日（
日
）〔
開
催
期
間
中
の
休
館
日
４
月
18
日（
月
）〕

　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
５
時
（
最
終
日
は
午
後
２
時
ま
で
）

【
問
合
せ
】
安
中
造
形
美
術
協
会
事
務
局

　
　
　
　
　
（
大
木
０
９
０
‐
２
９
０
８
‐
７
６
９
８
）


